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総 務 企 画 常 任 委 員 会 

 

 

１．日  時  令和元年 6月 24日（月） 

         午前 11時 00分 開会    

午前 12時 30分 閉会 

 

２．場  所  第２委員会室 

 

３．出席委員  高野哲郎委員長、二木攻副委員長、竹田良平委員、出戸清克委員、 

円地仁志委員、宮西健吉委員、宮川吉男委員、表靖二委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．委員会の議題  

≪総合政策部≫ 

＜国際＆経営政策課＞ 

【 報告事項 】 コマニー㈱とのＳＤＧｓ推進に向けた協定の締結について 

＜財政課＞ 

 議案第45号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

＜人事育成課＞ 

議案第42号 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部  

を改正する条例について 

議案第43号  小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 

【 報告事項 】 令和元年6月実施小松市職員採用候補者試験申込状況 

 

 

≪行政管理部≫ 

＜管財総務課＞ 

 【 報告事項 】市庁舎敷地内禁煙の実施について 

＜選挙管理委員会＞ 

【 報告事項 】第２５回参議院議員通常選挙について 

＜税務課＞ 

議案第44号 小松市税条例の一部を改正する条例について 

議案第47号  専決処分の承認を求めることについて中 

       平成30年度 



 2 

        専決第９号 小松市税条例等の一部を改正する条例 

  

報告第７号 専決処分の報告について中 

        専決第12号 小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例の

一部を改正する条例 

＜納税課＞ 

【 報告事項 】平成30年度市税等の収納状況について 

 

６．委員長報告要旨 

■コマニー㈱とのＳＤＧｓ推進に向けた協定の締結について 

コマニー株式会社は 2018年 4月に SDGs宣言を表明し、活動を展開しています。今回、6月 27日

に小松市と協定を締結し、普及啓発や子供たちへの学習など、パートナーとして協力して活動して

いくとのことであります。 

 

■市庁舎敷地内禁煙の実施について 

健康増進法が改正され、令和元年 7月 1日より一部施行されます。施設の区分により喫煙が禁止

され、市庁舎等は原則敷地内禁煙となるものであります。これを受け、小松市庁舎の敷地内でも全

面的に禁煙とするということであります。受動喫煙防止の推進は大変重要でありますが、現実に喫

煙される人もおられることや、隣接地における喫煙が増えることが懸念されます。又、屋外で受動

喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することが出来ることから、

法律の範囲内で可能な対応をとるよう求めたところであります。また、一方、市庁舎敷地内禁煙の

徹底を求める意見もありました。 

 

■平成 30年度市税等の収納状況について 

平成 30年度の出納閉鎖の結果報告ということでありますが、市税・国保税とも平成 30年度は現

年分・滞納繰越分とも過去 10年間で最高の収納率であったということであります。今後も引き続き

コンビニ納税やペイジー口座振替受付サービス等納税者が納付しやすい環境づくりに努めるととも

に、分かりやすい説明を心がけてほしいとの意見がありました。 


